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海
老
名
市
は
駅
前
を
中
心

に
都
市
化
が
進
む
一
方
、
そ

の
周
辺
に
は
田
園
風
景
が
広

が
っ
て
お
り
、そ
れ
が
市
の
大

き
な
魅
力
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
近
年
、
農
業
従
事

者
の
減
少
で
、
残
念
な
が
ら

耕
作
さ
れ
な
い
農
地
が
増
加

し
、
農
地
の
荒
廃
が
進
ん
で

い
る
の
が
現
状
で
す
。

　

農
地
を
守
り
、
海
老
名
の

魅
力
で
あ
る
田
園
風
景
を
守

っ
て
い
く
こ
と
は
、
よ
り
良

い
自
然
環
境
を
保
つ
上
で
も

大
変
重
要
で
す
。

　

そ
の
た
め
、
市
で
は
現
在

﹁
農
業
振
興
プ
ラ
ン
﹂
の
策

定
に
取
り
組
ん
で
お
り
、
農

業
拠
点
複
合
施
設
の
整
備
な

ど
各
種
施
策
を
計
画
し
て
い

ま
す
。

　

農
地
を
保
全
し
て
い
く
た

め
に
は
、
従
来
か
ら
の
農
家

以
外
の
方
が
農
業
に
興
味
を

持
ち
、
可
能
な
ら
ば
農
業
に

従
事
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
、

と
も
思
い
ま
す
が
、実
際
に
農

地
を
借
り
て
農
業
を
始
め
る

の
は
大
変
難
し
い
こ
と
で
す
。

　

そ
こ
で
市
で
は
、
市
が
農

家
の
方
か
ら
土
地
を
借
り
、

市
か
ら
市
民
の
皆
さ
ん
に
農

地
を
貸
し
出
す﹁
市
民
農
園
﹂

を
、
今
年
度
開
設
す
る
こ
と

に
し
ま
し
た
。

　

た
だ
、
農
業
に
興
味
を
持

っ
て
い
る
方
で
も
、
趣
味
の

農
作
業
を
楽
し
み
た
い
方
か

ら
就
農
を
考
え
て
い
る
方
ま

で
、
様
々
だ
と
思
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
多
様
な
ニ
ー

ズ
に
対
応
す
る
た
め
、
目
的

別
に
家
庭
農
園
・
援
農
育
成

農
園
・
就
農
支
援
農
園
・
援

農
、
就
農
希
望
者
用
の
研
修

農
園
と
種
類
を
分
け
、
利
用

で
き
る
農
地
面
積
、
賃
貸
料

も
そ
れ
ぞ
れ
に
設
定
し
、誰
も

が
そ
れ
ぞ
れ
の
目
的
に
応
じ

て
利
用
で
き
る
市
民
農
園
に

し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
す
で
に
お
知
ら
せ

し
た
と
お
り
、
4
月
に
オ
ー

プ
ン
し
た
﹁
高
齢
者
生
き
が

い
会
館
﹂
で
は
農
業
講
習
会

を
予
定
し
て
い
ま
す
。

　

定
年
退
職
後
に
農
業
体
験

を
し
て
み
た
い
と
考
え
て
い

る
方
は
、
ぜ
ひ
こ
の
講
習
会

に
参
加
し
、
実
際
の
農
作
業

の
参
考
に
し
て
い
た
だ
き
た

い
と
思
い
ま
す
。

　

今
後
、
市
民
農
園
を
利
用

さ
れ
た
方
の
中
か
ら
、
農
家

の
繁
忙
期
に
農
作
業
を
手
伝

う
援
農
者
や
新
規
就
農
者
が

育
ち
、
新
た
な
農
業
の
担
い

手
と
な
る
こ
と
で
、
海
老
名

の
田
園
風
景
が
こ
れ
か
ら
も

守
ら
れ
て
い
く
よ
う
、
様
々

な
事
業
を
展
開
し
た
い
と
思

っ
て
い
ま
す
。
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新

た

な
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業

へ

　

市
で
は
、﹁
海
老
名
市
自
治

基
本
条
例
﹂
の
制
定
に
向
け
た

準
備
を
進
め
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
に
公
募
市
民
を
中

心
に
組
織
さ
れ
た
﹁
海
老
名
市

自
治
基
本
条
例
策
定
検
討
委
員

会
﹂
に
よ
る
条
例
骨
子
案
の
提

言
書
が
提
出
さ
れ
て
お
り
、
市

で
は
現
在
、
こ
れ
を
も
と
に
、

市
議
会
の
意
見
な
ど
を
踏
ま
え

な
が
ら
、
同
条
例
の
素
案
を
作

成
し
て
い
ま
す
。

　

自
治
基
本
条
例
と
は
、
海
老

名
市
の
﹁
自
治
﹂
の
基
本
と
な

る
条
例
で
す
。
海
老
名
市
と
し

て
の
統
一
し
た
理
念
の
も
と

に
、﹁
市
民
﹂﹁
市
議
会
﹂﹁
市

長
︵
行
政
︶
﹂
が
連
携
し
、
海

老
名
市
の
施
策
に
関
す
る
基
本

理
念
や
市
政
運
営
を
定
め
る
も

の
で
す
。

　

条
例
は
、
憲
法
に
保
障
さ
れ

た
地
方
公
共
団
体
の
自
治
権
に

基
づ
い
て
定
め
る
市
の
自
主
法

で
、
市
議
会
の
議
決
に
よ
り
成

立
し
ま
す
。

　

こ
の
た
め
、﹁
自
治
基
本
条

例
﹂
は
、
市
民
の
代
表
に
よ
っ

て
定
め
ら
れ
る
地
方
自
治
体
の

最
高
法
規
︵
市
の
基
本
ル
ー
ル

・
約
束
事
︶
と
な
り
ま
す
。

　

市
の
自
治
基
本
条
例
が
必
要

と
な
っ
た
大
き
な
理
由
は
、
二

つ
あ
り
ま
す
。

　

ま
ず
、
地
方
分
権
の
進
展
に

伴
い
地
方
自
治
体
の
自
主
性
・

自
立
性
が
今
ま
で
よ
り
も
増
し

た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。﹁
地
域

の
こ
と
は
地
域
自
ら
が
決
定

し
、
そ
の
責
任
も
地
域
自
ら
が

負
う
﹂
と
す
る
地
方
分
権
の
考

え
方
の
中
、
海
老
名
市
独
自
の

自
治
の
方
向
性
や
課
題
・
問
題

の
解
決
方
法
を
見
出
し
て
い
く

こ
と
が
必
要
に
な
っ
て
き
ま
し

た
。

　

ま
た
、
社
会
情
勢
の
変
化
に

よ
り
、
自
治
体
運
営
に
対
す
る

市
民
ニ
ー
ズ
や
そ
の
担
い
手
が

多
様
化
し
て
き
た
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
自
治
の
主
役
は
市
民
の

み
な
さ
ん
一
人
一
人
で
す
。
地

域
に
一
人
で
も
多
く
の
方
が
集

ま
り
、
そ
の
地
域
が
活
性
化
す

る
た
め
に
は
、﹁
何
を
、
ど
う

す
べ
き
か
﹂
を
決
定
す
る
際
の

ル
ー
ル
を
作
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。

　

主
な
内
容
と
し
て
は
、
自
治

の
主
体
は
市
民
で
あ
る
こ
と
を

基
本
と
し
た
、﹁
自
治
の
基
本

理
念
﹂﹁
市
政
運
営
の
基
本
原

則
﹂
、﹁
市
民
の
権
利
と
責

務
﹂﹁
市
議
会
・
市
長
︵
行

政
︶
の
責
務
﹂
、﹁
情
報
の
公

開
﹂﹁
市
民
参
加
﹂﹁
住
民
投

票
﹂
、
な
ど
が
盛
り
込
ま
れ
る

予
定
で
す
。

　

※
今
後
、
同
条
例
の
素
案
に

つ
い
て
市
民
の
み
な
さ
ん
か
ら

ご
意
見
を
募
集
し
、
条
例
案
を

作
成
、
市
議
会
へ
提
案
を
予
定

し
て
い
ま
す
。
素
案
内
容
に
つ

い
て
は
、
本
紙
5
月
15
日
号
や

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
を
し

ま
す
。

　

問　

企
画
政
策
課
︵
電
235
・

4
6
3
4
︶。

　

市
で
は
、﹁
海
老
名
市
地
域
福
祉
計
画
地

区
別
計
画
﹂
を
策
定
し
ま
し
た
。

　

こ
れ
は
、
平
成
16
年
11
月
に
策
定
し
た

﹁
海
老
名
市
地
域
福
祉
計
画
﹂
を
地
域
の
実

情
に
合
わ
せ
て
進
め
て
い
く
た
め
の
計
画
で

す
。
こ
の
た
め
、
市
を
5
地
区
︵
東
部
・
北

部
・
中
部
・
西
部
・
南
部
︶
に
分
け
、
自
治

会
役
員
や
地
区
民
生
委
員
な
ど
で
地
区
委
員

会
を
組
織
し
、
地
区
と
行
政
が
一
体
と
な
っ

て
検
討
し
て
き
ま
し
た
。

　

内
容
は
、
市
の
地
域
福
祉
テ
ー
マ
で
あ
る

﹁
自
助
＝
共
助
＝
公
助
﹂
の
視
点
か
ら
、
行

政
と
市
民
、
社
会
福
祉
協
議
会
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法

人
等
と
の
協
働
を
深
め
る
も
の
と
な
っ
て
い

ま
す
。

　

計
画
書
は
福
祉
総
務
課
窓
口
で
配
布
中
で

す
︵
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も
掲
載
︶。

　

問　

同
課
︵
電
235
･
4
8
2
0
︶。

　

人
権
擁
護
委
員
に
、
山
田
憲

政
氏
︵
や
ま
だ
・
の
り
ま
さ
、

中
新
田
在
住
︶、
が
再
任
さ
れ

ま
し
た
。
任
期
は
今
年
4
月
1

日
～
平
成
22
年
3
月
31
日
の
3

年
間
で
す
。

　

人
権
擁
護
委
員
は
、
人
権
識

見
が
高
く
、
広
く
社
会
の
実
情

に
通
じ
、
人
権
擁
護
に
つ
い
て

理
解
の
あ
る
方
を
市
町
村
長
が

推
薦
し
、
法
務
大
臣
が
委
嘱
し

ま
す
。
市
内
に
は
、
8
人
の
人

権
擁
護
委
員
が
い
ま
す
の
で
、

お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
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◇
伊
藤
清
子
＝
大
谷
4
0
5
7

－

2
、
電
232
・
7
3
1
5

◇
大
西
幸
道
＝
国
分
北
2

－

13

－

40
、
電
231
・
5
0
7
4

◇
柴
﨑
政
光
＝
上
今
泉
1

－

17

－

4
、
電
231
・
5
4
5
7

◇
高
橋
祐
子
＝
杉
久
保
1
2
6

9
、
電
238
・
4
8
4
7

◇
土
屋
喜
良
＝
柏
ケ
谷
383
、電
233

・
1
9
8
2

◇
西
海
久
子
＝
中
野
186
、
電
238

・
3
9
2
8

◇
二
見
隆
江
＝
本
郷
5
2
0
4

－

ロ
、
電
238
・
5
5
7
4

◇
山
田
憲
政
＝
中
新
田
2

－

10

－

15
、
電
232
・
6
6
3
3

　

問　

広
聴
相
談
課
︵
電
235
・

4
5
6
7
︶。

　行政相談委員の加藤沙彌子氏の退
任に伴い、上田裕敬氏（うえだ・ひ
ろのり、門沢橋在住）、碓井雅巳氏
（うすい・もとみ、上郷在住）が新
任され、神森利彦氏（かみもり・と
しひこ、大谷在住）が再任されまし
た。
　これにより、行政相談委員が 3人
になりました。任期は今年4月1日～
平成21年 3月31日の2年間です。
　行政相談委員は、市町村長の推薦
に基づいて総務大臣が委嘱するもの
です。国・県・市の仕事に関する苦
情や意見・要望を受け、その解決へ
の支援をしています。お気軽にご相
談ください。

50

◇上田裕敬＝門沢橋4－11－1
　電238・7676
◇碓井雅巳＝上郷1－15－7
　電233・7270
◇神森利彦＝大谷3424－2
　電231・5387

　問　広聴相談課（電235・4567）。

　行政相談委員を7年11カ月にわた
り務め、3月31日に退任した加藤沙
彌子氏（＝ ）に4月10日、総
務大臣から感謝状が贈られました。

「
海
老
名
市
自
治
基
本
条
例
」

　
　
　
　
　
　
　
　

検
討
し
て
い
ま
す

地域福祉計画地区別計画を策定
市民等と行政との協働深める内容

行政相談ご利用ください
3


